
第 6章

地方政府の都市化戦略
―富士康（フォックスコン）の内陸進出を事例に―

山 口　真 美

はじめに

　都市化の過程では企業は人口（労働力）が多く工場立地に有利な都市に立

地し，労働力は農村から移動してくる人口で賄われる。第 2章でもみたよう

に中国はかつて，豊富な廉価労働力を背景に世界の工場として多くの外資企

業を広東省などの沿海部に惹き付けてきた。「農民工」と呼ばれる農村出身

の若い就業者が内陸部の農村から沿海の工業先進地域へ移動し，低い賃金で

長時間労働に従事していたのである。

　他の途上国に比べて廉価な中国の労賃の背景には，戸籍制度の制限がある。

つまり農村に戸籍のある労働者は就業先のある都市に家族を伴って定住する

ことができず，単身で都市に滞在し，そのため家族の生活コストは農村部の

低い水準で維持されるのである。このような状況は，戸籍の移動が厳格に制

限され，農民工は農民という行政的ステイタスのまま都市に滞在するという

中国特有の戸籍制度によって形成，維持されてきた。

　ところが，2004年に入り，無尽蔵といわれた労働力供給に変調の兆しが現

れる。それは広東省などの産業集積地で最初に発生し，メディアで出稼ぎ労

働者不足（「民工荒」）として大きく報道された。中でも，求人難がとくに深

刻なのは輸出向けの労働集約型の加工企業で，とりわけ低価格競争にさらさ



208

れる製靴，玩具メーカー，電子部品の組み立て，アパレル，プラスチック製

品等の企業で深刻であったとされる（山口 2009, 86-87）。これらの企業の多

くでは，毎日の就業時間が少なくとも10～12時間で，月額給与が600～700元

という低賃金・長時間労働が一般的であったが，それまでの労働条件ではも

はや労働者が集まらなくなったのが2004年のことである。「民工荒」現象は

経済学的にはルイスの転換点として説明され，中国の無制限労働供給は現在，

終焉を迎えつつあるとみられている⑴。

　それまで廉価な労働力を享受してきた労働集約型産業の企業は，2004年以

降の労働力不足にどのように対処したのだろうか。考えられる選択肢は，①

賃金や労働条件を改善して従来の工場所在地で操業し続ける，②より低賃金

の労働力を求めて第三国や中国内陸部に移転する，の二つである。実際には，

2004年以降，香港，台湾，韓国資本などの労働集約型企業の倒産や「夜逃

げ」の報道も多く，①，②の選択肢はどちらも存在していたと考えられる。

　ここで，本章が注目する台湾資本の富士康科技集団（Foxconn Technology 

Group, 以下，富士康）は中国におもな生産拠点をもつ，世界最大の電子機器

受託生産（EMS）企業である。上述したとおり，2004年に出現した労働力不

足の影響を受けて求人難が真っ先に深刻になった産業の代表的な企業のひと

つである。本章の結論を先取りして述べれば，富士康は上記①，②の双方の

経営戦略，つまり，従来工場での賃上げと他地域への工場移転を併用したと

いえるが，それは単により安価な労働力を求めてのことではなかった。そこ

に中国の都市化の制度的制約をみてとることができる。

　中国の都市化の制度的制約とは，戸籍制度を中心とする人の移動制限のこ

とである。2004年以降の「民工荒」（ワーカー不足）の背景として，ルイスの

転換点による説明に加え，農民工の世代交代がよく指摘される。つまり，現

在農民工の中心となる1980年代以降生まれの若い世代の農民工（「新世代農民

工」）は旧世代に比べ，労働条件への要求が高い，忍耐力がないなどといわれ，

そのため労働力不足が出現したとするものである。この議論には一定の説得

力があるが，より重要なことは，働き盛りの新世代農民工は学齢の子どもや
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高齢の両親を抱える家計の担い手でもあることにあると考える。戸籍制度に

より，移動先での就学や医療を享受することに大きな制約がある中国では，

「出稼ぎ」の長期化は必然的に，家族に大きな犠牲を強いるものになる。そ

こで，一部の農民工が都会生活を長期化させるほか，帰郷を志向する若い世

代が多く出てきていることを筆者は別稿で論じている（山口 2014; 同 2017）。

本章はそうした労働者の動きを追って，企業が移動する側面にスポットをあ

てるものである。

　富士康のケースでは，企業が労働力を求めて本来産業立地に不利な内陸部

に近年積極的に進出している。その背景に，中国の戸籍制度による制度的制

約があることを本章はまず指摘する。制度的制約によって，中国では近年沿

海部で労働力の調達が困難になっており，さらに内陸進出に際して，企業は

地方政府の熱烈な歓迎と具体的な支援を受けている。企業誘致（「招商引資」）

とはいえ，その積極的な支援は一般的な政府行動の枠を大きく超えたもので

ある。現行の制度的制約のもとに，中国の地方政府と市場経済のプレーヤー

である企業がとるそれぞれユニークな行動を本章ではみることができる⑵。

　さらには，より安価かつ十分な労働力を求めての企業の内陸進出と，地方

政府の都市化戦略が交わったところで，労働者にはどのような就労環境，生

活環境が実現しているのか。そしてこのような企業と地方政府による，中国

的都市化のあり方はどの程度持続可能性があるのか。本章では，労働者の移

動にかかわる中国政府の都市化政策を整理したうえで，労働集約型産業の典

型である富士康の内陸進出の軌跡を跡づけながらこれらの点を考察してみた

い。

　以下，第 1節では中国の戸籍制度の変遷を整理したうえで，第 2節では本

章がケーススタディとして注目する富士康の事業展開と内陸進出の経緯を紹

介する。第 3節では同社の成都，鄭州等への生産拠点の大規模移転を振り返

る。第 4節では，もっとも最近の貴州省貴安新区への新しい生産拠点開設，

および都市化戦略に基づいた地元行政による公共サービス面での積極的な協

力のあり方を，現地調査の結果をふまえつつ具体的に紹介する。最後に，ま
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とめと今後の課題を提示したい。

第 1節　人の移動にかかわる戸籍制度の変遷

　都市化にともなう戸籍問題には，二つの側面がある。すなわち，都市の発

展にともなって農村から都市へ移動した人の戸籍をどう扱うかという問題

（人の都市化にともなう問題）と，都市の拡大にともなって都市化した地域の

問題（農村の都市化にともなう問題）である。このうち，本章は前者を扱い，

後者は前章（第 5章）のなかで議論している。なお，本章の「農民工」の定

義は農業以外の分野に就業する農村出身労働者である。この定義は農村から

他地域へ移動して就業するいわゆる出稼ぎ労働者のみならず，地元で非農業

分野に就業する農村戸籍者をも含む広義の概念であり，中国政府の統計でも

近年はこの定義が採用されている⑶。

　表6－1は中国の戸籍制度の変遷を概観したものである。山口（2009）で詳

述したように，1950年代にはじまる戸籍制度は当初，計画経済に伴う厳格な

移動規制を行った。1980年代以降，沿海部の労働力需要に合わせて一部規制

を緩和し，1990年代以降は都市の規模別に小都市ほど規制を緩和し，大都市

とくに特大都市では厳しいコントロールを続けている。2014年に発表された

最新の新型都市化計画に伴う国務院の「戸籍制度改革をさらに進めるための

意見」の内容もこの方針にのっとったもので，そこでは小都市の戸籍転入規

制の全面撤廃，中都市以上については各都市の経済の現状に合わせて規制緩

和することとされている。中規模の都市については秩序をもって開放，大都

市は合理的に開放するが，特大都市についてはなお，厳格にコントロールす

ると謳われている。ただし，すでに都市に就業，居住している者，つまりい

わゆる農民工の問題を優先的に解決すること，戸籍の転入を伴わずに都市に

住む者には居住証を発行し，都市住民と同様の公共サービスが受けられるよ

うにすることなど，新たな配慮にも言及されている点は新しいとみられる。
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表6－1　戸籍制度に関するおもな政策の変遷

Ⅰ　人口移動・戸籍移転抑制期（1958-1977年）
1958 「戸籍登記条例」 ・公民の農村から都市への移動制限の開始。

1962
公安部「戸籍管理の強化につ
いての意見」

・ 5大都市（北京・上海・天津・武漢・広州）へ
の移動をとくに規制。

1977
公安部「戸籍移転に関する規
定」

・農村から都市，農業戸籍から非農業戸籍，北
京・上海・天津の 3市への流入を厳しく規制し
た。

Ⅱ　特例措置による人口移動・戸籍移転緩和期 (1978～1980年代）

1980
公安部，糧食部，国家人事局
「専門技術者の農村家族呼び
寄せに関する規定」

・高級幹部などの家族の農村からの呼び寄せ転入
を可能にする特例規定。

1984
国務院「農民の集鎮への転入
に関する通知」

・県下の町（集鎮）で就業または自営する農民と
その家族に食糧を自弁することを条件に常住戸
籍を発行し，非農業人口とする。

1985 「身分証条例」 ・身分証による人口の動態管理の開始。

1989
国務院「農業戸籍から非農業
戸籍への転換規制通知」

・「農転非」を国家計画委員会による計画指標管
理でコントロールすることを規定。

Ⅲ　都市規模別戸籍緩和期（1990年代～現在）

1992
公安部「地元限定の都市住民
戸籍制度の通知」

・経済特区，経済技術開発区，ハイテク産業開発
区で認められる地元限定の戸籍を認める。

1997
公安部「小城鎮戸籍管理制度
改革試点法案と農村戸籍管理
制度の改善についての意見」

・小城鎮で就業・自営する者および住宅保有者本
人と同居家族に都市戸籍の取得を認める。

1998
公安部「現行の戸籍管理政策
の突出した問題を解決するた
めの意見」

・都市居住者の家族および投資家・起業者・住宅
購入者と同居家族の戸籍取得を許可。

・北京・上海の特大都市のみ厳格コントロール。

2001
公安部「小城鎮戸籍制度改革
を進めるための意見」

・小城鎮では，合法的な固定住所，安定した職業
または生活の糧をもつ者とその同居家族は希望
すれば都市常住戸籍を取得できる。

2014
国務院「戸籍制度改革をさら
に進めるための意見」

・すでに都市に在住している農民工の問題を優先
的に解決する。

・戸籍転入の受け入れは，地元経済の現状に合わ
せて個別に実現に移す。

・都市規模別に戸籍制限の開放規制を変える。小
都市は全面的に開放，大都市ほど規制を残す。

（出所）　伍（2002），殷・郁（1996），法令法規を基に筆者作成。
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表 6－2　外来人口の規制緩和と保護に関するおもな法令

公布年 法令名称 内容

2001
国家計委，財政部「出稼ぎに関する行政による費用徴収撤
廃通知」(計価格［2001］2220号）

［行政費用の減免］

2003

国務院「農民の都市就業に関する管理とサービス工作の徹
底通知」（国弁発［2003］ 1 号）

［方針］

「労災保険条例」（2004年 1 月 1 日施行） ［労災保険］
国務院「都市に身寄りのない流浪者・乞食の救助管理法」 ［収容制度］
国務院「都市で就業する農民子女の義務教育対策改善通
知」（国弁発［2003］78号）

［子女教育］

労働社会保障部，建設部「建設企業の農民工への賃金遅配
欠配問題の解決通知」（労社部発［2003］27号）

［賃金未払い問題］

財政部，労働社会保障部ほか「農民工管理に係る経費を財政
予算の支出範囲に組み入れる通知」（財預［2003］561号）

［行政費用の減免］

2004

「中華人民共和国行政許可法」 ［就業制限の撤廃］
労働社会保障部「混合所有制企業と非公有単位の従業員の
医療保険参加に関する意見」（労社庁［2004］ 5 号）

［医療保険］

労働社会保障部「農民工の労災保険参加に関する問題の通
知」（労社部発［2004］18号）

［労災保険］

国務院弁公庁「農民の都市就労環境改善をさらに進めるた
めの通知」（国弁発［2004］92号）

［方針］

2005

労働社会保障部，建設部，全国総工会「建設業など業種の
農民工契約管理に関する通知」（労社部発［2005］ 9 号）

［労働契約］

労働社会保障部，建設部，全国総工会など9部委「農民工
の賃金遅配欠配問題のさらなる解決のための通知」（労社
部発［2005］23号）

［賃金未払い問題］

2006

国務院「農民工問題の解決に関する若干の意見」（国発
［2006］ 5 号文件）

［方針］

労働社会保障部「農民工の医療保険参加範囲拡大のための
通知」［労社庁発［2006］11号）

［医療保険］

労働社会保障部「農民工“平安計画”実施により労災保険
参加を加速するための通知」（労社庁発［2006］19号）

［労災保険］

「中華人民共和国義務教育法」改訂 ［子女教育］

2014
国務院「農民工服務工作をさらに進めるための意見」（国
発［2014］40号）

［方針］

（出所）　李（2007, 53），鄭・黄（2007, 106-112），関連法令より筆者作成。
（注）　網掛けは国務院公布の方針を定める政策で，重要度が高いもの。
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　しかし，農民工の就業先が沿海部の特大都市や大都市中心であることを考

えれば，2014年の国務院「意見」も農民工の移動先都市への戸籍転入を積極

的に実現するものではない。2014年「意見」のなかでは，戸籍の転入を伴わ

ない農民工への居住証の発行と公共サービスの提供に言及されているが，こ

れがどの程度実施されるかが重要になろう。現実的には「意見」中にもある

ように，各受け入れ都市の経済状況次第，つまり財政能力と労働需要に合わ

せて任意に実施すればよいことになると思われる。

　以上の戸籍制度改革に関する国務院「意見」とともに，一連の新型都市化

政策のなかでは，戸籍の移動を伴わない農民工の問題について，別途国務院

「意見」が公布されている（表6－2）。ここでは，農民工への職業訓練の実施

による職業転換と安定的な就業の支援，とくに中西部における農民の地元で

の非農業就業支援が数値目標を伴って指示されている⑷。さらに，戸籍転入

を伴わない農民工への公共サービスの提供が謳われている。しかし，これが

今後どれだけ実行に移されるかは，これに続く各部門の方針や各地域での実

施状況をみていく必要があると思われる。

　以上，いわゆる農民工問題，つまり人の移動（空間的都市化）に伴う戸籍

制度の改革（制度的都市化）は，新型都市化政策の実行によっても現実的に

はほとんど進んでいないとみられる。戸籍の転入が進まず，また戸籍の転入

を伴わない農民工への行政サービスが十分に提供されないなか，農民工の都

市滞在は長期化しているにもかかわらず仮の姿でしかなく，帰郷志向が強く

観察されている（山口 2014，『財新網』2017年 1 月27日付）。このような制度的

制約は，市場経済における都市化過程とは異なる都市化現象を引き起こして

いる。それは，企業の内陸進出と内陸地方政府の企業への積極的な誘致活動

として観察される。第 3節以降の事例検討に入る前に，次節では本章の事例

となる富士康の事業展開の歴史を紹介したい。
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第 2 節　富士康の内陸進出

　中国における戸籍制度を中心とする人の移動に関する制度的制約は，市場

経済における都市化過程とは異なる都市化現象を引き起こしている。前述し

たようにそれは，企業の内陸進出と内陸地方政府の企業への積極的な誘致活

動として観察される。本節では富士康の内陸移転の背景を整理し，次節以降

（第 3，4節）でそれにともなう地方政府の行動をみてみたい。

1．富士康の事業展開

　表6－3に，富士康の中国内外における事業展開の歩みをまとめた。富士康

は鴻
ホン

海
ハイ

精密工業が中国大陸で展開する企業名で，中国大陸には1988年，深圳

市宝安区に最初に生産基地を設けた。改革開放後の深圳にいち早く進出した

海外企業のひとつだといわれ，以来1990年代には，深圳の生産基地を拡大す

るとともに江蘇省の昆山にも生産拠点を設けた。さらに，2000年代に入って

からは北京市，上海市のほか，太原市（山西省），天津市，淮安市（江蘇省），

南京市（江蘇省），武漢市（湖北省），廊坊市（河北省），秦皇島市（河北省），

営口市（遼寧省），南寧市（広西省）など，沿海部の工業先進地域より一歩内

陸に入った地域にも生産拠点を展開しつつ，当初からの生産拠点であった深

圳工場が中国国内最大規模の重要な基地であり続けた。なお，同時に海外で

は，アイルランド（1999年），ハンガリー，フィンランド，メキシコ（以上，

2003年），ベトナム（2007年）にも生産基地を開設している。

　富士康にとって大きな転機は，しかし，2010年に訪れた。国内最大規模の

深圳工場で従業員の連続自殺事件が起き，富士康はまもなく，賃金の大幅な

アップと従業員の労働環境の改善に着手した。それと同時に，重慶市，成都

市（四川省），鄭州市（河南省）など内陸地域への生産設備の大規模な移転を

開始したのである。その過程では，内陸各地の地方政府による熾烈な富士康
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表
6－
3　
富
士
康
に
よ
る
生
産
拠
点
拡
大
の
動
き

中
国
国
内
お
よ
び
台
湾
で
の
動
き

海
外
の
動
き

19
70
年
代

19
74
年
台
湾
に
て
創
業
（
鴻
海
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
企
業
有
限
公
司
）。

19
80
年
代

19
88
年
大
陸
初
進
出
，
深
圳
工
場
（
深
圳
市
宝
安
区
）
開
設
。

19
90
年
代

19
93
年
江
蘇
省
昆
山
工
場
の
開
設
。

19
96
年
深
圳
龍
華
科
技
園
を
増
設
。

19
98
年

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
・
グ
ラ
ス
ゴ
ー
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
分
社
を
設
置
。

19
99
年

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
・
リ
メ
リ
ッ
ク
に
工
場
を
設
置
。

20
00
年
代

20
01
年
北
京
工
場
投
資
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
契
約
。
20
02
年
生
産
開
始
。

20
03
年
上
海
松
江
工
場
，
山
西
省
太
原
工
場
，
浙
江
省
杭
州
工
場
開
設
。

ハ
ン
ガ
リ
ー
，
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
，
メ
キ
シ
コ
・
チ
ワ
ワ
工
場
操
業
。

20
04
年
山
東
省
煙
台
工
場
，
深
圳
観
瀾
工
場
，
昆
山
工
場
増
設
，
上
海
富
士
迈

工
場
を
設
置
。

メ
キ
シ
コ
・
シ
ウ
ダ
ー
フ
ア
レ
ス
工
場
を
設
置
。

20
05
年
深
圳
観
瀾
工
場
内
に
鴻
観
工
場
を
増
設
，
深
圳
松
崗
工
場
，
天
津
工
場

開
幕
。

20
07
年
江
蘇
省
淮
安
及
び
南
京
，
河
北
省
廊
坊
及
び
秦
皇
島
，
湖
北
省
武
漢
，

遼
寧
省
営
口
，
広
西
省
南
寧
に
工
場
を
設
置
。

ベ
ト
ナ
ム
・
バ
ク
ザ
ン
省
及
び
バ
ク
ニ
ン
省
に
工
場
設
置
。

20
08
年
浙
江
省
嘉
善
工
場
を
設
置
。

ロ
シ
ア
・
セ
ン
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
工
場
を
設
置
。

20
09
年
重
慶
，
四
川
省
成
都
工
場
を
設
置
。
20
10
年
に
創
業
。

20
10
年
代

20
10
年
河
南
省
鄭
州
工
場
を
設
置
。
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中
国
国
内
お
よ
び
台
湾
で
の
動
き

海
外
の
動
き

20
11
年
広
西
省
南
寧
工
場
に
砂
井
工
場
区
を
増
設
。
湖
南
省
長
沙

R
&

D
基
地
，

同
省
衡
陽
工
場
，
天
津
工
場
を
設
置
。

20
12
年
河
南
省
南
陽
，
済
源
，
鶴
壁
，
内
モ
ン
ゴ
ル
オ
ル
ド
ス
に
工
場
を
開
設
。

20
13
年
貴
州
第
4
世
代
緑
色
産
業
パ
ー
ク
1
期
工
事
に
着
工
。

貴
州
富
士
康
師
範
工
場
を
操
業
。

20
14
年

安
徽
省
安
慶
工
場
投
資
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
，
山
東
省
荷
沢
，
臨
泝
へ
の
投

資
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
契
約
。

貴
州
省
六
盤
水
に
て
契
約
し
た
工
場
兼
店
舗
が
操
業
。

貴
州
の
第
4
世
代
緑
色
産
業
パ
ー
ク
が
操
業
開
始
。

（
出
所
）　
富
士
康
科
技
集
団
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（

ht
tp

://
w

w
w

.fo
xc

on
n.

cn
/)
，
会
社
概
要
よ
り
筆
者
作
成
。

（
表
6－
3　
続
き
）
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誘致競争があったといわれている。それは「招商引資」と呼ばれる企業誘致

行動である。

　さらに2013年には，富士康は西南中国最大の貧困地域である貴州省に第四

世代グリーン産業パーク（緑色産業園区）と称する，環境に配慮した生産拠

点を開設した。ここでも地元，貴安新区の政府による積極的な招致活動が展

開されたものとみられ，現地には工業生産エリアの他，貴安新区の政府によ

る「富貴安康」小区と呼ばれる，おもに富士康の従業員のための住宅，医療，

公共サービスなどを集積した居住エリアが整備されている。

2．2010年―従業員の連続自殺―

　富士康の深圳工場で，従業員の自殺が相次いでいることが最初に報道され

たのは，2010年 4 月のことであった。 4カ月で 6件の自殺（未遂を含む）が

起き，深圳市総工会⑸が調査に乗り出した，と報道された。

　「南方週末」によれば，富士康では，2007年にも 2件，2008年に 1件，

2009年に 2 件の従業員の自殺が発生している。2010年に入り，飛び降り自殺

が連続し，その後 5月末までに13件の自殺事件（一部未遂を含む）が発生した。

自殺報道が新たな自殺を呼ぶ恐れから， 5月28日，中国国内のメディアは

（政府から）富士康の自殺報道を自由に報道してはいけないとの通知を受け

た（『FT中文網』2010年 6 月 1 日付）とのことで，それ以降の動向については

一切の情報が絶たれている。

　富士康はこのとき，深圳工場だけで従業員数31万人以上を抱える大工場で

あった。富士康の経営陣は，当初は全国の自殺率に比べ，富士康の自殺は多

いとはいえないと発言し，また自殺は個人の家庭環境や社会問題だとして，

会社としての管理上の責任を否定していたものの，相次ぐ自殺事件を受けて

企業としての責任に言及せざるを得なくなった。それにともない，心理コン

サルタントを工場に招聘し，悩み相談ホットラインをもうけたり，従業員同

士の助け合いチームを作ったり，ストレス発散のためのサンドバッグを設置
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したり，宿舎に落下（自殺）防止のためのネットを張るなどの措置をとって

いる。

　なお，自殺者は18～24歳で，富士康によれば勤続半年以内の新参者が多い。

自殺の方法は2009年 7 月に起きた宿舎からの飛び降り自殺以来，2010年の事

件では明らかになっているほとんどが宿舎からの飛び降り自殺である。

　大量自殺発生の原因について，低賃金が問題だとか，新世代の出稼ぎ労働

者たちのおかれた境遇の問題だとか，「8
バーリンホウ

0後」，「9
ジウリンホウ

0後」と呼ばれる中国の若

者世代⑹の精神的な弱さが原因だとか，富士康の極度に効率を追求した企業

管理の問題だ等のさまざまな指摘がなされている。数々の報道と専門家や研

究者の見解にみられる自殺の背景は，大きく分けて以下の三つの問題として

説明されている。

　第 1に，自殺者個人と彼らの世代的特徴からの説明がある。富士康の経営

層が当初主張していた，自殺は純粋に個人的な行動であり，その背景は恵ま

れない家族関係や恋愛関係のトラブルなどの精神的な問題，また年若い「80

後」「90後」世代の精神的脆さにあるとの説明がある。

　第 2に，富士康の企業としての問題があげられる。若い出稼ぎ者の自殺は

富士康だけで起きているのか，富士康は氷山の一角であって他企業でも自殺

が起きているのかは，明らかでない。しかし，少なくとも他の企業ではこれ

ほど多発していないと考えられるとすれば，なぜ富士康で複数の自殺が起き

るのかは当然追求されるべき問題だろう。

　富士康が労働環境の劣悪な極端な搾取工場で，従業員を自殺に追いやって

いるとの考え方は，おおむね否定されている。労働環境の劣悪な工場や搾取

工場は数多くあり，富士康の就業環境，無料の宿舎と食堂，プールや洗濯設

備などの完備された娯楽・生活サポート施設は，それら自体として条件は決

して悪くないようである。

　ただし，単調な作業が長時間続く極度に効率化された就業体制や従業員管

理，さらには工場内の人間関係の希薄さが従業員を精神的に追い込み，自殺

に駆り立てている（『南方週末』2010年 5 月13日付）との指摘は否定できない。
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若い『南方週末』記者の潜入レポートによれば，ひどく単調で，しかも一時

しゃがむ余裕さえもないベルトコンベア上の作業に疲れた従業員たちは，宿

舎の同室者の名前も知らず，ほとんど会話することもないという。それにも

かかわらず，基本給が低く，それだけでは生活を維持できないため，皆進ん

で残業をしたがる。誰もが自主的に単調な長時間労働に駆り立てられる「残

業王国」だという。

　第 3は，農民工を取り巻く社会体制の矛盾と労働環境・条件の悪化という

大きな問題への指摘である。大量の廉価な労働力を背景に経済発展を進めて

きた中国は，GDPの急成長の一方でそれに大きく貢献した農民工を保護制

度から排斥し，低賃金のまま雇用してきた。深圳当代社会観察研究所の劉開

明所長によれば，1992年以来，都市の在職者と外来農民工の賃金格差は拡大

し続け，2008年にはおもな出稼ぎ就業地である珠江デルタと長江デルタにお

いて，農民工の賃金は都市戸籍の在職者の37.8％にすぎない。今，出稼ぎ新

世代または第 2世代と呼ばれる1980年代以降生まれの出稼ぎ者たちは，じつ

はそれ以前の出稼ぎ第 1世代より所得が減っているという（『南方週末』2010

年 5 月13日付）。そして，新世代の出稼ぎ者は旧世代に比べ，より大きな焦り

と生き残りのプレッシャーに直面している。なぜなら，新世代は親の出稼ぎ

のために小さい頃に故郷を離れて都市で育ったか，農村で育っても農業就業

経験がなく，出稼ぎに出た世代であり，農村・農業に基盤をもたないからで

ある。都市での生活が厳しくても，第 1世代と違って農村に戻る選択はない

ことが彼らの焦りと迷走につながっている（『南方週末』同上）。

3．賃上げ

　連続自殺事件発生後の2010年 6 月に，富士康の経営陣は全従業員に 3割の

賃上げを発表した。これにより，一般的なラインワーカーの基本給は900元

から1200元となった。さらに， 5日後の 6月 6日には，再度の賃金アップを

発表，ラインワーカーとライン長は 3カ月以上勤続し，業務考課に合格すれ
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ば10月 1 日以降，基本給を2000元とすることとされた。この二度の賃金調整

による賃金上昇率は66％に上る（『南方週末』2010年 6 月 7 日付）。

　富士康メディア弁公室の劉主任によれば，10月 1 日以降の残業手当など各

種補助を含めた賃金総額は，2700～3600元に上る（『南方週末』2011年 3 月 3

日付）。同じ報道によれば，この2010年の二度にわたる大幅な賃上げの後，

2011年の春節明けには，深圳工場では従業員の帰還率（春節前に帰省した後，

春節明けに工場に戻ってきた従業員の割合）は史上初の98％という高率だった。

新しく富士康に入職を希望する従業員の行列も絶えなかったという。前年の

連続自殺事件の記憶が新しいにもかかわらず，富士康が提示した賃金が深圳

の同業他社に比べて極めて競争力があったことを示している。

　しかし，廉価な労働力を大量に雇用することによって競争力を維持してき

た富士康にとって，66％の労働力コストのアップは大きな負担になったと考

えられる。この年，富士康は深圳工場の規模を縮小し，内陸に生産拠点を移

す動きを加速させる。この背景には，2010年の賃上げのみならず，深圳の地

元政府から従来受けてきた各種の税制面での優遇措置が受けられなくなって

きたためだともいわれる（『中国経営網』2010年 6 月28日付）。広東省政府は産

業の高度化を図り，従来の花形であった労働集約産業へ政策的優遇をやめて

いた。

　内陸各地の地方政府は新たな受け皿を探す富士康を高貴な想像上の鳥，

「鳳凰」に見立て，それぞれの地元に招致しようと可能なかぎりの優遇条件

を示して誘致競争をしたといわれる。結局，生産拠点の内陸移転先にはおも

に，四川省成都市と河南省鄭州市の二つが選ばれた。この 2都市には共通点

が多い。まずこの二つの都市がある省はいずれも，中国第 1と第 2の人口大

省であり，出稼ぎ労働者の最大の送り出し元である。つまり多くの農村人口

を抱え，省内に非農業就業機会が乏しい省である。出稼ぎ労働者数では，河

南省が全国 1位，四川省は 2位である。また，成都市と鄭州市はいずれも省

の中心都市である。

　両者とも，富士康の誘致にあたっては，省政府と市政府による積極的な働
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きかけがあった。その模様を以下の第 3節でみてみたい。

第 3節　工場の内陸移転

　深圳工場の規模縮小と生産拠点の内陸進出の背景は，一義的にはより廉価

で豊富な労働力を求めてのことだと考えられる。実際に，富士康のスポーク

スマンの胡国輝氏は，河南と四川はどちらも最大の農民工送り出し地域であ

り，農民工の故郷になるべく近いところへ進出しようという考えが同社にあ

ったと述べている（『新浪科技』2013年 3 月 4 日付）。しかし，66％もの労働コ

ストの上昇をカバーできるほどのメリットが，内陸進出にあったのだろうか。

以下の二つのケースをみてみよう。

1．成都―四川省政府の「一号工
プロジェクト

程」―

　富士康の四川省誘致にあたって，四川省政府は2009年に「一号工程」とい

う政府プロジェクトを始動した。富士康を四川省に誘致するために総額10億

米ドルを投資するとしている（『華夏経緯網』2013年10月18日付）。四川省が富

士康誘致の任務を成都市に下達し，成都市はさらに市下の各区と県に指示し

て，最終的に地理的条件が相対的によい郫県がプロジェクトを受け入れるこ

とになった。

⑴　政府によるワーカー斡旋

　四川省の一号工程は中国の西部地域では史上最大規模の企業誘致プロジェ

クトだといわれ，富士康の誘致によって成都市の情報産業の発展を牽引し，

IT産業の産業チェーンをつくることを期待されていた。そのため，四川省

政府は2010年に富士康を誘致する際，税収面や工場用地の優遇措置のほか，

ワーカーの確保を富士康に約束していたといわれる。成都工場の生産開始は
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2010年 7 月であり，折あしく 5月に深圳工場でワーカーの連続自殺が注目を

集めた直後のことであり，従業員の募集は困難を極めた。

　富士康の事務部門のスタッフによれば，成都工場の普通ワーカーの募集は

地元政府に一任されており，四川省の労働部門に富士康の求人数を知らせれ

ば，政府があらゆる資源を総動員してワーカーを募集し，工場に送り込んで

きたという（『華夏経緯網』2012年 5 月 2 日付）。成都工場の従業員数はピーク

時で12万人規模である。それでも，ワーカーの離職率も高く，成都工場はつ

ねにワーカーを募集しており， 1日に3000～5000人のワーカーを募集するこ

とも珍しくなかった。

　これを充足させるため，四川省では公務員の年末考課のなかに富士康への

ワーカー斡旋任務を完遂できたかという項目が加えられたという。報道では，

濾州市叙永県のある郷鎮の例では，公務員に対する年末考課の一貫として，

富士康へワーカーをひとり斡旋するごと，公務員個人に600元の奨励金が与

えられ，目標以上に斡旋した者にはひとりにつき1000元が報酬として支給さ

れた。反対に，目標人数に達しなかった者には500元掛ける不足人数の罰金

が課されたという。斡旋目標人数は富士康の求人によって随時変化するため，

公務員への負担とプレッシャーは大きかった。目標の求人数を満たせない場

合，基層の郷鎮政府公務員がワーカーとして富士康の工場で一定期間働くと

いった現象もみられたという。

　このような行政ネットワークを利用したワーカー斡旋だけでは不十分で，

個人ブローカーも利用された。こうしたブローカーはワーカーをひとり斡旋

するたび，500元を政府から受け取るとされ，ブローカーによればワーカー

は富士康の求人に応募する場合，通常応募者個人が負担しなければならない

健康診断費用の60元さえも，政府財政から支払われたという。

　政府によるワーカー募集には，一定の行政コストが必要となる。

⑵　生活施設の整備

　郫県では，富士康の誘致により将来的に30万人近い新移民が県内に転入す
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ることを予期し，富士康のために住宅や生活空間などの関連施設を建設する

計画を立てた。このため，2010年 8 月，富士康のために生活施設を建設する

ための会社として新益州公司という官営会社を設立した。登記資本額24億元，

株主は郫県国有資産監督管理弁公室である。この会社の職責は，富士康のた

めに確保された居住地エリア， 8平方キロメートルの土地を住民から収用し，

インフラを整備して旧住民への新居建設と融資などを行うことである。同社

によれば，15本の道路敷設と二つの橋の建設費用として 7億9000万元，旧住

民への新居建設（総面積116万平方メートル）に36億元，富士康に協力して開

設する総合サービスセンター，住人の公共ジム施設などの建設に 8億元が必

要だとされている。あわせて51億9000万元に上る投資額が調達できず，施設

整備は遅れていると報道されている（『華夏経緯網』2013年10月18日付）。

2．鄭州―高コストな企業誘致とリスク―

　富士康鄭州生産基地は，鄭州市郊外の新鄭空港近くに立地する。2010年 7

月に登記され， 9月には生産を開始したスピードの速さが「鄭州速度」と，

富士康幹部と省政府に称賛されたという。鄭州への富士康の誘致には，鄭州

市政府が「五五弁公室」と呼ばれる富士康専門の職務チームをつくり，誘致

活動とその後の企業サービスにあたった。「五五」とは，鄭州市政府が2011

年に発表した「鄭州富士康プロジェクトのためのサービス促進メカニズムを

つくるための通知」に起因した名称である。このなかで鄭州市は，富士康の

ために 5つの「 1」を約束した。それはすなわち，ひとつのプロジェクト，

ひとつの団体，ひとつのプログラム（方案），一貫したサービス（一条龙服务），

一貫して責任をもつ（一盯到底）である。これに呼応して，富士康 CEOの

郭台銘が「五五」計画，つまり 5年間で河南に5000億元の GDPをもたらす

と宣言したことからキーワードになった（『中国経営網』2012年11月20日付）。

　四川省同様，各地の地方政府が富士康誘致のためにこれほどの努力をする

背景には，富士康が地元経済にもたらす巨大な貢献と，地元政府にもたらす
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巨額の投資，GDPの増大，さらには就業規模への貢献があるとみられる。

実際に，富士康誘致後の河南省の2011年の輸出入総額は326億4000万米ドル，

中部 6省中，湖北に続く第 2位で，これは2010年に比べて83.1％の増加であ

った。なお，2011年の河南省における富士康グループの輸出入合計額は94億

7000万米ドルで，河南省全体の輸出入総額の29.0％を占める（『中国経営網』

2012年11月20日付）。富士康が進出したことにより，香港，台湾をはじめ，深

圳，東莞，昆山，蘇州などの100社近い関連企業が新鄭総合保税区や輸出加

工区等に進出した。さらに将来的には，100余りの産業，400を超える関連企

業が河南に進出することが見込まれているとされる。

⑴　ワーカー募集

　成都同様に，鄭州工場誘致にあたって河南省政府が富士康のためのワー

カー募集に協力することを約束した。2012年 8 月に開かれた河南省の会議の

なかで，河南省が富士康のために20万人のワーカーを集めること，この任務

を河南省各地の18の地区・市政府に配分し，任務を遂行できない県市は批判

の対象となることを決めた。

　鄭州市内の鉄道や長距離バスの駅付近，富士康の工場ゾーンと宿舎ゾーン

の付近にはいくつものワーカー募集申込所や募集センターがあり，無料で富

士康への就業を斡旋している。これらの募集センターは個人のブローカーに

よって運営されているもので，その収入はすべて政府による補助である。

ワーカーを斡旋し， 3カ月以上勤続することができれば，政府から補助が出

る。その金額は当初300元だったものが，500元まで増額している。さらに河

南省政府は2012年に限って，労働者の富士康への就職を促進するため，ワー

カー個人にも毎月200元の補助を出している。この予算は河南省財政から支

出され，河南省人事労働部門から支給される。

　就職斡旋のほか，職業高校や専門学校（大専）の学生を組織して富士康に

集団で職業訓練に行かせる措置もとっている。

　これらの積極的な取り組みにより，2011年の河南省の農村労働力移動は省
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内移動者1268万人，省外への移動者が1190万人で史上初めて，省内移動者が

省外移動者を上回った。2010年以前は，河南省の農村労働力は70％近くが珠

江デルタ，長江デルタ，渤海エリアなどの省外に出稼ぎに出ていたのである。

賃金も当初の1350元から二度の賃上げを経て1800元になり，深圳工場の基本

給と同等となった。富士康の賃金上昇にともなって，付近の不動産賃貸価格

も上昇しているという。

⑵　宿舎の建設と管理

　宿舎からの飛び降り自殺が多発した深圳富士康では，宿舎も含めて富士康

が建設，管理していた。鄭州富士康では，宿舎を工場から独立させ，政府管

理としたことが最大の特色だと，富士康スポークスマンの劉坤氏が述べてい

る。

　富士康誘致にあたり，鄭州市政府は別途建設企業を誘致して三つのワー

カー用宿舎と住宅エリアを建設した。そこに近隣の土地収用農家を入居させ

るとともに，富士康の従業員宿舎とした。各住居エリアには管理人とガード

マンを常駐させている。

　鄭州富士康の従業員は目下，約90％が河南省出身者で，その他は陝西省，

山東省などの近隣省出者である。

　こうすることにより，富士康が宿舎建設や管理に要するコストを大幅に削

減できるとともに，深圳では大半が宿舎で発生した自殺のような問題の責任

からも逃れることができると思われる。従業員にとっても，プライベートな

生活時間まで厳格なことで知られる富士康の企業管理のもとにおかれること

に比べ，生活空間が切り離されることはより望ましい措置だといえるだろう。

また，こうすることによる生活環境の改善，プライバシーの尊重は深圳の連

続自殺事件でも問題とされた新世代農民工のニーズに合わせた変化でもある。

⑶　富士康頼みのコスト

　2015年，全国の輸出入が振るわないなか，河南省は輸出入総額4600億2000
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万元で史上最高額に達した。これは前年に比べても15.3％の増（全国 3位）

であり，総額では全国11位，中部 6省では 1位であった（『大河網』2016年 2

月18日付）。

　ところが問題は，富士康鄭州工場は請け負う iPhoneの販売不振や生産周

期に容易に影響を受けることである。さらには，富士康が鄭州市内の他の工

業企業の生産を牽引することによる作用も発生し，その牽引作用は年々大き

くなっているとみられ，たとえば，アップル社の iPhone6Sの世界的な販売

不振が河南省経済に大きく影響するということである。

　iPhone6Sの受注は振るわず，2016年 1 月，アップル社はついに iPhoneの

発注を縮小した。これに関して，鄭州市労働部門から鄭州富士康に対し，

2015年12月末に失業保険から8190万元の雇用維持補助が支給された（『華夏

経緯網』2016年 1 月 8 日付）。鄭州市はこのとき，市内の135社に対して同補

助を支給したが，富士康に対する補助額が最大で全体の半額以上を占めた。

　河南経済にとって，富士康の貢献の大きさもさることながら，それを維持

するために政府財政が多大なコストを負担していることも注目に値する。

第 4節　貴州省貴安新区―都市化政策と企業誘致―

　富士康の内陸進出は労働力の豊富な四川省，河南省への大規模生産拠点設

置にとどまらず，2013年にはさらに内陸に位置する貴州省にまで及んだ。貴

州省は歴史的に，遠隔地への労働移動は四川省や河南省ほど盛んではなかっ

た。ところが折しも，第 3章でみたように貴州省は貴安新区を中心に都市化

政策を推進中であり，その都市化⑺は地元農民の就業面での非農業化も同時

に実現しなければならない課題の多いものである。貴安新区は，企業のニー

ズに合わせた行政サービスの提供に徹することで企業を誘致，さらに定着し

てもらい，経済発展と都市化を同時に達成する試みを始動している。なお，

企業とはとりわけ，最大規模の富士康のことであり，それは「富貴安康」と
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いう政府のプロジェクト名からも明らかである。新区政府と富士康は協定を

結び，社区（コミュニティ）をつくり，企業のニーズに徹底的に答えるサポー

トを展開している。その内容は成都，鄭州などの前例に比べてもさらに積極

的で柔軟なものであり，戸籍制度の制度的制約を可能なかぎり解消しようと

するものである。以下，本節ではその具体的な政府行動を紹介したい。

1．貴州省政府との戦略的協力協定締結

　2013年 7 月，富士康と貴州省人民政府は戦略的協力協定を締結し，貴州省

の省都，貴陽市の周縁部に新しくつくられた貴安新区に第 4世代産業パーク

を開設することを決めた。この協定は「北斗七星，富貴安康専安」と命名さ

れた。北斗七星とは，富士康の貴安での産業パークが電子情報産業パーク，

省エネ環境保護産業パーク，国際データセンター，健康生活産業パーク，戸

外体育パーク，「数位内容創意園」，富貴安康生態小鎮の 7つのプロジェクト

からなることから名付けられた。これにより，貴州富士康は2016年の総生産

額500億元，2018年には1000億元を実現することが予想されている（『中央政

府門戸網』2013年10月22日付）。

　第 4世代産業パークとは，国内の他の地区における大規模産業パークとは

異なり，貴州の富士康では海外の最先端の産業パーク建設理念を導入し，飲

食，生活，運動，生産が一体となった包括的な産業パークだという（『華夏

経緯網』2013年10月22日付）。

　これにより，貴州省政府は10月に省政府内に富士康項目推進工作領導小組

を，同時に貴安新区にも富士康項目推進領導小組を組織した。貴州省人民政

府の発表によれば，「企業に本当に根付いてもらうために，貴安新区は富士

康のニーズにあった総合的なサービスモデルを提供する。このモデルには企

業のために設置する快適なオープンコミュニティ，ホテル，映画館，学校，

病院など，すべての効能が揃っており，企業とその従業員のためにともに発

展する融合的なモデルだ」という（『中央政府門戸網站』2013年10月21日付）。
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　富士康の誘致と貴安新区における発展を保障するため，貴州省は市・州と

省の関係部門のあいだで富士康項目協力調整推進連絡組を設置し，専門の職

員がひとつの窓口で確実に対応する体制をとった。

　なお，富士康の第 1世代工場は深圳で生まれ，同地の GDPと就業促進に

大きく貢献したものの，当時は環境に対する配慮には乏しかったといわれる。

第 2世代工場は山東省煙台におかれ，この時には環境にも配慮して海を汚染

しないよう工夫がなされた。第 3世代は天津工場以降で，クラウドネット

ワークなどの高次産業を積極的に発展させ，ソフトウェア技術が主流になり

つつあるとのことである（『華夏経緯網』2013年10月22日付）。

　企業名が富士康，所在地の名称が貴安であるため，両者を融合させて「富

貴安康」という縁起のよい新語を作った。富士康 CEOの郭台銘会長が，こ

れは富士康と貴安新区さらには貴州省の共同の望みであり，豊かで安らか，

かつ健康的な生活をつくっていこうとするものだと，メディアに応えて話し

ている。

　富士康の貴安産業パークには，貴州省政府の強力なサポートが提供されて

おり，プロジェクト設計，建設工事，水道電気の供給保障，交通物流，生産

設備，従業員生活などの面で協力とサポートを受けている。さらに，省政府

のサポートは従業員募集にも提供されている。ワーカー5000人余りの募集に

政府が協力したこと，および職業学校生徒の実習派遣を 1万人余り政府が組

織したとされる（『多彩貴州網』2015年12月 9 日）。

2．富貴安康社区

　貴安新区には現在，40社余りの企業が入居しており，なかでも富士康の企

業規模と雇用者数が最大である。貴安新区内の企業で働く労働者のために，

「富貴安康」社区⑻と呼ばれる生活ゾーンがつくられており，そこには従業

員向けの住宅，住民向けの公共サービスセンター，病院，さらには富士康の

新規従業員採用手続きをする常設テントが集まっている。現在建設中の B座，
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C座地区はさらに大規模で，幼稚園と小学校も建設中であった。

⑴　服務中心（「社区大庁」）

　富士康を貴安に迎えるにあたり，省内初の「企業にサービスすることを中

心的業務とする都市社区サービスセンター」が設置された（『黔讯網』2015年

3 月23日付）。企業とその従業員の生活の便宜を考慮し，住宅地に行政の出

張所を設けたのである。

　「社区大庁」と呼ばれる服務中心（公共サービスセンター）には，この社区

を所管する郷鎮政府（馬場鎮）から派遣された職員が23名常駐し，住民のた

めの公共サービスや手続きにあたっている。おもな業務は，行政証明書の発

行，計画生育と婦女検査，近隣の利害関係の仲裁，治安，環境衛生の維持，

また祝祭日のレクリエーション（「聯歓会」）などの文化活動も行っていると

のことであった。

⑵　住宅

　新区内の企業で働く労働者の住居として，新しい16階建ての住宅が完成し

ている。現在，A座エリアの12棟が入居済みで3000人ほどの住人が住んでい

る。住宅の建設は政府が行い，管理は民間の不動産管理会社（物業管理公司）

に委託されている。不動産管理会社経理の話しによれば，現在，入居者はほ

とんどが富士康の従業員で，大半が貴州省内の出身者である。住居形態は家

族用（40～60平方メートル）が 4棟，夫婦用 4棟，残り 4棟は一部屋 6人の

単身者のための集団宿舎とのことであった。部屋割りは富士康が統一的に分

配しているということからも，現在の入居者は富士康の従業員のみだと考え

られる。

　一般ワーカーと管理職（高管）宿舎は区域が分かれており，管理職の住居

は100平方メートル余りあるという。一般的に台湾企業は職務階層を重んじ

るといわれ，その要求に沿って建設された住宅であることがうかがえた。

　住居面積は平均80平方メートルほどであり，2015年 9 月に入居開始，筆者
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らが訪問した11月の時点では入居者の流動性は非常に低く， 5％以下とのこ

とであった。ちなみに一般ワーカーの勤務体系は 3班交替の 8時間勤務との

ことである。

　 1カ月の平均的な家賃は，家賃と不動産管理費を合わせて400数十元程度

であり，富士康から不動産管理会社にまとめて支払われる。企業による福利

厚生の一貫であるとの説明であった。

　不動産管理会社は生活ゴミの回収，清掃，公共施設（エリア内の街灯，樹木，

バスケットボールコート）の維持と管理が中心であり，ガードマン25名を雇

用して管理を行っている。

⑶　病院

　住宅，公共サービスセンターと並び，病院が開業している。貴州省人民医

院の貴安新区分院であり，医師12名，看護師 7， 8名，専門技師数名を含む

総勢30名余りのスタッフが勤務している。内科，外科，婦人科，小児科，放

射線科，ICUを備えている。

　新区企業の従業員は医療保険カードを所持しており，そのなかの医療費を

使って無料で医療を受けることができる。医療費は賃金の数％で，人により

異なる。

　開業後まもなく 1年になるが，これまでのおもな患者は風邪や腹痛，軽微

な怪我など，日常的な傷病である。救急車 3台を保有しており，大きな怪我

や病気の場合は本院に搬送する体制になっている。

⑷　富士康従業員採用センター

　富士康社員からのヒアリングは行えなかったが，同行の郷鎮職員からのヒ

アリングによれば，貴安富士康の現在の最低賃金は1700元程度，残業代を含

めて2400から3000元余りの賃金である。

　貴安の富士康は現在第 1期工事が終わったところで，目下7000人程度が雇

用されている。第 2期工事の完了が間近で，完了後は 1万2000人を雇用，
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2016年中に 3万人，最終的には10万人まで規模を拡大する予定であるとのこ

とであった。

　目下，社区内に居住する従業員は若く，家族構成も単身者から夫婦，乳児

のいる夫婦といった様子で学校や託児所の需要はまだないが，今後の需要を

見据えて，現在より大規模な住宅エリアである B座，C座の建設を急いで

おり，そこには幼稚園と小学校を建設中である。

　居住エリアである富貴安康社区から新区内の富士康工場までは送迎バスが

発着しているが，自転車やバイク通勤も可能な距離であるとのことだった。

3．人材育成

　2015年12月，貴州省富士康項目誘致工作領導小組弁公室の主催により，

「富士康集団の貴州幹部養成クラス募集を支持する 3年計画」がスタートし，

貴州省商務庁副庁長，貴州省富士康項目誘致工作領導小組弁公室副主任を始

め，省人事社会保障庁，富士康集団，貴安新区管委会（政府に相当）などの

政府部門，貴州師範大学，貴州財経大学，六盤水師範学院などの教育機関，

その他メディアの代表者200人もが参加する大きな式典が行われた。

　この計画は富士康が貴州省内の大学，専門学校の 5つの専攻（機械，電子，

管理，情報技術，インダストリアル・エンジニアリング）の最終学年の学生を対

象に，学校が富士康の需要に合わせて（订单式）学生を養成し，富士康への

就職を推薦する就職斡旋モデルである。計画では2017年12月までに8000人の

技術者（管理部門幹部を含む）を募集する。貴州省の略称「黔」を冠して，

「黔幹班三年募集計画」と呼ばれる。貴州省の幹部クラス三年募集計画であ

る。

　このように，富士康に向けて省内の関連専攻の専門学校生などを富士康の

幹部に育成しようとする動きはあるものの，貴州の富士康については，今の

ところ成都や鄭州のように普通ワーカーの募集に政府が苦戦しているといっ

た動きはみられていないようである。歴史的に遠隔地への出稼ぎをあまり好
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まないといわれる内陸貧困省の貴州では，一般ワーカーの求職者数がまだ豊

富にあり，富士康の求人を満たせているということだと思われる。

　以上のような貴安新区における政府の積極的な行政サービスは中国におい

ても一般的な政府行動の範疇を超えるものである。ワーカー募集への協力が

中心であった成都と鄭州での富士康誘致に対し，貴安新区ではさらに，政府

自ら新たに社区をつくって富士康従業員の住居や医療，就学などの環境を精

力的に整備している。それは都市化の手段として企業誘致を積極的に進めざ

るを得ない内陸小都市の姿であり，都市化が地方政府の積極的な企業誘致活

動を生み出す典型的なケースである。

おわりに

　冒頭でみたように，新型都市化政策の戸籍制度改革を受けてもなお，工場

ワーカーの中心である一般的な農民工にとって，戸籍の転入を実現し，沿海

都市の正式な市民になることは現実的ではない。そうした制度的環境のもと

で，多くの農民工が数十年を経てもなお，一時的な都市滞在を余儀なくされ，

子女の教育や家族，両親の健康問題などで帰郷志向を強めている。そうした

制度環境は，廉価な労働力を必要とする企業にはデメリットとなってきてい

る。

　本章が着目してきた富士康は，廉価な労働力を求めて中国に進出した労働

集約型産業の典型である。2004年以降，中国の人件費が上がり，土地や水道

電気といったインフラのコストも沿海部では上昇している。同時に，産業の

高度化を図る沿海地域では地方政府の産業政策もより高度な産業を歓迎し，

労働集約型産業は冷遇される傾向にある。深圳におもな生産拠点をおいてき

た富士康も，2006年頃から第三国または中国国内の他地域への移転を模索し

ていたといわれる。とくに2010年に深圳工場で起きたワーカーの連続自殺事

件とそれへの対応としての急激な賃上げが大きな契機となり，移転を急ぐこ
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ととなった。

　富士康の生産拠点探しに対して，その受け皿候補地の各地方政府による誘

致競争があったことは想像に難くないが，その模様は明らかでない。そこで

本章では，2010年以降，富士康の生産拠点移転と拡大のおもな受け皿となっ

た成都（2010年），さらに鄭州（同），そしてその後2013年の貴州省貴安新区

への進出と，各地方政府の対応を追ってみた。

　それによれば，2010年深圳の連続自殺直後となった成都富士康のワーカー

募集にあたっては，四川省政府が企業に代わってワーカーを斡旋するという

特別な支援を提供しており，しかもその業務は相当難航したことがみてとれ

た。鄭州富士康についても基本的にワーカー募集を政府が代行する支援関係

は踏襲され，河南省政府も大きな行政コストを負担している。中国の地方政

府が有力な外資企業を地元に誘致する際の常として，工場用地やインフラ整

備への協力，税制優遇などは成都と鄭州においてももちろん行われている。

富士康に対してはさらに，従業員募集への全面的な協力，さらには宿舎の建

設と管理までを政府が企業へのサービスとして提供している点が興味深い。

これにより，富士康が享受するメリットは，沿海部との労賃のわずかな差以

上のものがあることが推測できる。

　貴州省貴安新区の新しい生産拠点設置に関しても，貴州省政府をあげての

全面的な協力提供があったことを，本章は報道や貴州省の政府発表，そして

研究会の現地調査から示した。「富貴安康」社区の整備は，印象的であった。

マンションのような現代的な概観の従業員住宅，正規の公立病院，行政サー

ビス出張所が完備され，将来の需要を見越して，目下，幼稚園と小学校を建

設中とのことであった。深圳では労働者の中心は若い単身者であり，自殺事

件もそうした世代の若い労働者によるものだった。それが，内陸貴州では，

既婚者や家族帯同型の従業員も少なくないことが注目される。貴安では，富

士康の従業員が長く勤め続けられるような体制が，地元政府の積極的な取り

組みによって実現しつつあるように見受けられた。

　以上は，労働集約型産業の内陸移転にかかわる，企業と受け入れ地方政府
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の動きである。以下では，なぜこのような企業と政府の蜜月関係が起きるの

かを考察しておきたい。

　豊富な労働力と総合的なコストの低減を求めて内陸へと進出する企業に対

して，地元政府による企業誘致という形の都市化戦略が呼応する現象はそれ

自体が，極めて中国的な現象である。企業誘致は地方政府にとって，域内

GDPの数値を引き上げ，中央政府からの好評価につながるのみならず，都

市化政策との絡みでは地元住民の非農業就業への転換が直接，数値として評

価される。これは，地方政府による行政目標としての都市化戦略という中国

特有の都市化の側面である。そのことが自然な都市化の流れをゆがめている

面もあるかもしれない。しかし他方でそれは，労働者にとっては貴安新区で

は，医療，就学，行政手続きなど，地元住民と同様の公共サービスを受けら

れることにつながっている。これらの市民待遇は，中国の他の地域では外地

出身の就業者（農民工）とその家族には一般的には享受できないものである

だけに，注目される。

　もちろん，限界もある。たとえば，貴安新区で生まれ育った富士康従業員

の子女が新区内の小学校を卒業後，中学に進学する際には，どうするのか。

従業員の社会保険は仕事をやめて故郷に帰省する際，引き継げるのか。こう

した地域を越えた制度の運用には，貴安新区や貴州省といった地方政府の努

力では限界があり，中央政府の制度改革を待つよりほかない。

　また，目下富士康が進出先の地方政府から享受している破格な協力や優遇

は，どの程度他の中小の企業従業員にも提供されるのだろうか。さらには，

富士康のような大企業 1社に依存する形の地方経済発展だとすれば，地方政

府にとってそのリスクは大きいのではないだろうか。

　こうした問題点はあるものの，企業の経済活動と地方政府の招致努力のせ

めぎ合いに，中国の地方の都市化戦略の現実と限界をみてとることができる

点は興味深い。つまり中国においては，都市化の制度的な制約が労働移動と

いう自然発生的な「空間的都市化」をゆがめており，同時にそれは移動する

人々にも都市での公共サービスの欠如という形で犠牲を強いるものとなって
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いる。このようなゆがみがここ数年では沿海部における労働力不足という形

で現れ，本章の事例では企業の内陸移転につながった。すなわち，「制度的

都市化」の遅れが企業という資本の移動をもたらしているのである。

　都市化政策を推進しようとする内陸地域では目下，企業と地方政府，さら

に労働者という三者の蜜月関係が観察され，内陸部の都市化に一定程度貢献

している。制度的制約ゆえに企業の内陸移転が起こり，移転先の内陸では政

府が制度的制約を克服すべく企業従業員の生活環境を整えるサポートをして

いる⑼。しかし，目下それは域内（貴安新区）に限ってのことであり，最終

的には全国規模の「制度的都市化」が求められる。

〔注〕
⑴　「民工荒」とルイスの「転換点」論争については，山口（2009）を参照。
⑵　本章の枠組みは，筆者が本研究会による貴州省貴安新区への現地調査時に
着想したものである。同調査では，沿海部での操業継続が困難になった企業
の内陸進出にあたり，受け入れ地である貴安新区がとった具体的な企業誘致
作戦をみることができた。その経緯は本章第 4節に記述している。ところで，
このような地方政府による積極的な企業誘致は同地に特殊なものなのか，あ
るいは中国各地で普遍的なものなのだろうか。それを明らかにすべく，第 3
節で富士康のそれ以前の進出先であった河南省鄭州市と四川省成都市への移
転の経緯と過程を跡付けた。その結果，貴安新区への富士康の進出とそれを
受けた同区の誘致活動は中国の都市化過程に特徴的な普遍的現象であり，さ
らに貴安新区はインフラや企業従業員への福利厚生の面で河南，四川の受け
入れ地政府以上に積極的な支援を実現していることが指摘できる。
⑶　たとえば，国家統計局「全国農民工監測調査報告（各年）」国家統計局ウェ
ブサイトなど。
⑷　このことは，本章の後半で述べる内陸地方政府の都市化政策への積極的な
取り組みとも関わる。
⑸　総工会は中国共産党の指導のもとにあり，中国で唯一存在を許されている
官製の労働組合。
⑹　それぞれ，1980年代以降生まれ，1990年代以降生まれの意味。中国の改革
開放後に生まれた比較的豊かな時代の生まれで，かつひとりっ子政策世代で
あり，一般的に忍耐力がない，精神的に弱いなどといわれている。
⑺　このように人の移動を伴わず，地域内で生業と生活の非農業化を実現する
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都市化は「就地城鎮化」といわれ，遠隔地への移動や就業が困難な内陸小都
市ではこのタイプの都市化が現実的だといわれている。
⑻　本節の記述は，「中国都市化」研究会メンバーによる貴安新区への現地調査
（2015年11月17日）による。岡本信広，大塚健司，山口真美，山田七絵（2015）
「貴州現調メモ（2015年11月16日～20日）」内部用資料。
⑼　地元の労働力が農業分野に多くとどまっていた貴安新区の都市化には，地
元農民の職業の非農業転換を同時に進める必要があり，制度的また地理的な
制約からそれは遠隔地への出稼ぎという形では容易に実現しないものであっ
た。そこで，地元政府は都市化政策の一環として外部から雇用吸収力のある
企業を誘致するという選択をせざるを得ない。そして新型都市化政策の実施
を迫られる地方政府としては，誘致活動は資本主義の諸外国ではみられない
積極的なものになる。これは中国の都市化政策特有のユニークな政府行動だ
といえるであろう。
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